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株式会社コナカは、次世代育成支援対策推進法に基づき、行動計画を策定し、行動計画に定めた目標 

を達成し、「子育てサポート企業」として、平成 27年 8月 22日に厚生労働大臣の認定（くるみん認定）を 

受けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■当社の取組み 

当社は、育児休職・育児勤務制度の整備を進め、女性従業員が結婚し、出産しても働き続けること、 

また従業員がイキイキとして働き続けることが出来る環境整備を進めて参りました。 

 

今後も職場・地域における子育てがしやすい環境のより一層の整備に向け、次代の社会を担う子どもが 

健やかに生まれ、育成されることを目指すとともに、 従業員が仕事と子育てを両立させることができる 

環境整備を進め、お客さまから一層信頼される企業となるよう努めてまいります。 

 

■くるみん認定 

くるみん認定は、次世代育成支援対策推進法に基づき、行動計画を策定した企業のうち、行動計画に 

定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、 

厚生労働大臣の認定（くるみん認定）を受けることができます。 

この認定を受けた企業の証が、「くるみんマーク」です。 

「子育てサポート企業」として 

厚生労働大臣の認定（くるみん認定）を受けました。 


